
◦
生 
活

人
権
擁
護
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

12
月
10
日
は「
人
権
デ
ー
」

12
月
４
日
～
10
日
は「
人
権
週
間
」

▪
お
気
軽
に
相
談
を

　

市
内
に
は
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
10
名

の
人
権
擁
護
委
員
が
い
ま
す
。
い
じ
め
や
虐
待

な
ど
の
困
り
事
、
何
で
も
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、相
談
対
応
だ
け
で
な
く
、

人
権
問
題
に
関
す
る
講
座
も
行
っ
て
い
ま
す
。

学
校
や
企
業
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
地
域
福
祉
課　
☎
23‐３
５
１
２

▼
名
古
屋
法
務
局
豊
橋
支
局
・
豊
橋
人
権
擁
護

委
員
協
議
会　
☎（
０
５
３
２
）54‐９
２
７
８

農
業
用
重
油
の
流
出
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
重
油
タ
ン
ク
や
配
管
な
ど
が
老
朽
化
す
る
と

川
や
海
に
油
が
流
出
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
万
が
一
、
重
油
事
故
が
起
き
る
と
、
事

故
処
理
費
用
は
、
原

因
者
負
担
と
な
り
ま

す
。
事
故
を
起
こ
さ

な
い
よ
う
、
日
常
の

点
検
を
入
念
に
行
い

ま
し
ょ
う
。

▼
農
政
課　
☎
27‐７
２
７
５

年
末
の
ご
み
処
理
は
お
早

め
に

　
年
末
の
ご
み
処
理
施
設
は
大
変
混
雑
し
、
入

場
に
30
分
以
上
か
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

▪
混
雑
解
消
の
た
め
、
事
前
に
分
別
を
お
願
い

し
ま
す

▪
な
る
べ
く
収
集
日
に
、
地
区
の
ご
み
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
出
し
て
く
だ
さ
い

（
Ｃ
Ｄ
や
小
さ
な
バ
ケ
ツ
な
ど
30
ｃｍ
以
内
の
プ

ラ
マ
ー
ク
の
つ
い
て
な
い
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品

は
も
や
せ
る
ご
み
で
す
。
各
資
源
化
・
環
境

セ
ン
タ
ー
へ
持
ち
込
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
）

※
粗
大
ご
み
は
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
出

せ
ま
せ
ん
。
分
別
が
分
か
ら
な
い
と
き
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▪
持
ち
込
め
る
ご
み
の
種
類

【
各
資
源
化
・
環
境
セ
ン
タ
ー
】

こ
わ
す
ご
み
・
紙
類
・
布
類
・
プ
ラ
マ
ー
ク

ご
み
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
白
色
ト
レ
イ
・
空

缶
・
小
物
金
属
・
電
化
製
品
類
・
発
泡
ス
チ

ロ
ー
ル
・
有
害
ご
み
・
埋
め
る
ご
み
・
ガ
ラ

ス
び
ん
・
粗
大
ご
み（
剪
定
木
・
枝
類
、
草

は
赤
羽
根
環
境
セ
ン
タ
ー
の
み
）

【
炭
生
館
】

　
も
や
せ
る
ご
み

※
年
末
年
始
の
予
定
は
本
誌
７
ペ
ー
ジ
参
照
。

▼
廃
棄
物
対
策
課　
☎
23‐３
５
３
８

▼
東
部
資
源
化
セ
ン
タ
ー　
☎
27‐０
１
０
０

▼
赤
羽
根
環
境
セ
ン
タ
ー　
☎
45‐３
４
９
７

▼
渥
美
資
源
化
セ
ン
タ
ー　
☎
32‐３
３
２
２

▼
炭
生
館　
☎
24‐０
１
５
１

◀市HP

＊
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　
☎（
０
５
７
０
）０
０
３‐
１
１
０

＊
こ
ど
も
の
人
権
１
１
０
番（
通
話
無
料
）

　

（
０
１
２
０
）０
０
７‐
１
１
０

＊
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎（
０
５
７
０
）０
７
０‐
８
１
０

【相談専用電話】

▶愛知県動物愛護センター東三河支所　☎（０５３２）３３‐３７７７　
▶環境政策課　☎２3‐3541

動物の遺棄、虐待は、「犯罪」です！
　愛護動物の殺傷、暴力、餌や水を与えずに放置
する、毒餌を与える、動物を捨てるなどは、法律で
禁止された犯罪行為です。
　動物を傷付けることは、絶対にしないでくださ
い！
• 愛護動物の殺傷は、５年以下の懲役または500万円以下の罰金
• 愛護動物の遺棄・虐待は、１年以下の懲役または100万円以下の罰金

連
載
コ
ー
ナ
ー

お
で
か
け
情
報

み
ん
な
の
ひ
ろ
ば

た
は
ら
ス
ナ
ッ
プ

こ
こ
見
て
！
た
は
ら

お
し
ら
せ

広報たはら  令和5年12月│    │13

※市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


